
様式第２３号（第２０条関係）その２

１．契約状況

者 回

円 円

円

円 円

（契約変更の理由）

２．支払状況

円 円

円 円

円 円

円 円

３．指名業者

（ ）

業 務 委 託 台 帳

業務番号 第143号 業 務 名

業 務 場 所

（仮称）第2期北部上北三町村国土強靭化計画策定業務

野辺地町地内委託業者

業務概要

八戸市城下二丁目9番10
号

エイト技術株式会社 金1,903,000

金1,730,000 ―

（仮称）第2期北部上北三町
村国土強靭化計画の策定
（現計画の修正） 契 約 総 額

履 行 期 限 等

着 手 年 月 日

完 了 年 月 日

検 査 年 月 日

執 行 方 法

設計額・予算額

予 定 価 格

見積開札年月日

契 約 年 月 日

引 渡 年 月 日

支払累計金額 支払日 検査日

令 和 7 年 10 月 29 日

令 和 7 年 10 月 27 日 ―

指名業者 1 見積回数随意契約 1

金1,892,000

円）（増額
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1

支払金額

中間前払金

前 金 払

部 分 払

完 成 払

区分

当　　初 変更契約

随意契約の場合、
その理由及び業者
選定理由

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。

検査員職氏名

３者から参考見積もりを徴取したところ、エイト技術㈱が著しく有利な価格であった。そ
の理由として、当該業者が現計画の策定業者であり、計画策定時のデータや知識を保
有していることが大きな要因であると考えられる。そのため、入札に付した場合も時価
に比して著しく有利な価格で契約を締結できると見込まれることから、随意契約とし、同
じ理由で、町財務規則第１２６条第４項ただし書の規定により、１者から見積もりを徴取
する。

石田　晃

業者名業者名

エイト技術株式会社

―

―

―

令 和 8 年 3 月 23 日

令 和 7 年 10 月 30 日

担当者：防災管財課担当課：

―
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